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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、
　前記基材の一方の表面に積層された中間層と、
　前記中間層の前記基材側とは反対の表面に積層された粘着剤層とを備え、
　前記基材が、ポリプロピレン系樹脂により形成されており、
　前記粘着剤層が、合成ゴム系粘着剤により形成されており、
　前記中間層が、ポリプロピレン系樹脂８５重量％以上、９７重量％以下と、合成ゴム系
粘着剤３重量％以上、１５重量％以下とを含み、
　前記中間層に含まれる前記合成ゴム系粘着剤が、合成ゴムと、粘着付与樹脂とを含み、
　前記中間層の厚みが、１０μｍ以上、１００μｍ以下である、表面保護フィルム。
【請求項２】
　前記中間層の厚みが、２０μｍを超え、６０μｍ以下である、請求項１に記載の表面保
護フィルム。
【請求項３】
　前記中間層に含まれる前記合成ゴム系粘着剤において、前記合成ゴム１００重量部に対
する前記粘着付与樹脂の含有量が、５重量部以上、５０重量部以下である、請求項１又は
２に記載の表面保護フィルム。
【請求項４】
　前記合成ゴムが、スチレン系エラストマーである、請求項１～３のいずれか１項に記載
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の表面保護フィルム。
【請求項５】
　前記スチレン系エラストマーが、水素添加されたスチレン系エラストマーである、請求
項４に記載の表面保護フィルム。
【請求項６】
　前記水素添加されたスチレン系エラストマーが、スチレン－エチレン－ブチレン－スチ
レン共重合体である、請求項５に記載の表面保護フィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポリオレフィン系樹脂により形成された基材上に、中間層及び粘着剤層がこ
の順で積層されている表面保護フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、合成樹脂板、化粧合板及び金属板等の表面に対して、塵の付着や傷付きを防止す
る目的で、表面保護フィルムが用いられている。
【０００３】
　例えば、下記の特許文献１には、熱可塑性樹脂により形成された基材層上に、中間層及
び粘着剤層がこの順に積層されている表面保護フィルムが開示されている。上記中間層は
、上記基材層を構成する成分と上記粘着剤層を構成する成分とを含む樹脂組成物により形
成されている。上記中間層の厚みは７～２０μｍである。
【０００４】
　また、特許文献１では、上記中間層を構成する材料に、従来廃棄されていた表面保護フ
ィルムの「耳」を、回収原料として使用できることが記載されている。さらに、特許文献
１では、上記中間層として「耳」を用いる場合には、この樹脂が一度共押出成形されたと
きに受けた熱履歴と再度行われる共押出成形時に受ける熱履歴とによって、中間層が厚す
ぎると表面保護フィルムにフィッシュアイが生じ易くなることがあり、剥離力によって中
間層が凝集破壊され易くなることが記載されている。このような理由から、特許文献１で
は、上記中間層の厚みは２０μｍ以下に限定されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３０８８１９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の表面保護フィルムでは、ロール状態の表面保護フィルムを良好に巻き出したり、
表面保護フィルムを被着体に良好に貼り合わせたりするためには、巻き出し時又は貼り合
わせ時に、表面保護フィルムを弱い力で引っ張らなければならないことがある。このため
、表面保護フィルムを取り扱う際の作業効率が低いという問題がある。また、表面保護フ
ィルムを被着体に貼り合わせた後に、貼り合わせ品がカールすることがある。
【０００７】
　また、特許文献１に記載の表面保護フィルムでは、中間層に、従来廃棄されていた表面
保護フィルムの「耳」が回収原料として使用されている。このため、表面保護フィルムの
原材料費を抑えることができる。
【０００８】
　一方で、中間層と粘着剤層とを備える表面保護フィルムでは、中間層と粘着剤層との層
間強度が高く、中間層と粘着剤層との層間で剥離が生じないことが求められている。例え
ば、表面保護フィルムを被着体に貼り合わせた後、表面保護フィルムを剥離したときに、
被着体に糊残りが生じないことが求められている。特許文献１に記載の表面保護フィルム
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では、中間層と粘着剤層との層間強度はある程度高くなるものの、この層間強度をより一
層高めることが求められている。
【０００９】
　本発明の目的は、中間層と粘着剤層との層間強度を高めることができ、かつ、取扱い性
に優れている表面保護フィルムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の広い局面によれば、基材と、上記基材の一方の表面に積層された中間層と、上
記中間層の上記基材側とは反対の表面に積層された粘着剤層とを備え、上記基材が、ポリ
オレフィン系樹脂により形成されており、上記粘着剤層が、合成ゴム系粘着剤により形成
されており、上記中間層が、ポリオレフィン系樹脂８５重量％以上、９７重量％以下と、
合成ゴム系粘着剤３重量％以上、１５重量％以下とを含む、表面保護フィルムが提供され
る。
【００１１】
　本発明に係る表面保護フィルムのある特定の局面では、上記中間層の厚みが、２０μｍ
を超え、６０μｍ以下である。
【００１２】
　本発明に係る表面保護フィルムのある特定の局面では、上記中間層に含まれる上記合成
ゴム系粘着剤が、合成ゴムを含む。上記中間層に含まれる上記合成ゴム系粘着剤は、合成
ゴムと、粘着付与樹脂とを含んでいてもよい。
【００１３】
　本発明に係る表面保護フィルムのある特定の局面では、上記中間層に含まれる上記合成
ゴム系粘着剤において、上記合成ゴム１００重量部に対する上記粘着付与樹脂の含有量が
、５重量部以上、５０重量部以下である。
【００１４】
　上記合成ゴムは、スチレン系エラストマーであることが好ましい。上記スチレン系エラ
ストマーが、水素添加されたスチレン系エラストマーであることが好ましい。上記水素添
加されたスチレン系エラストマーが、スチレン－エチレン－ブチレン－スチレン共重合体
であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る表面保護フィルムは、基材と中間層と粘着剤層とがこの順で積層されてお
り、上記基材が、ポリオレフィン系樹脂により形成されており、上記粘着剤層が、合成ゴ
ム系粘着剤により形成されており、上記中間層が、ポリオレフィン系樹脂８５重量％以上
、９７重量％以下と、合成ゴム系粘着剤３重量％以上、１５重量％以下とを含むので、中
間層と粘着剤層との層間強度を高めることができ、かつ、表面保護フィルムの取扱い性を
高めることができる。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の詳細を説明する。
【００１７】
　［表面保護フィルム］
　本発明に係る表面保護フィルムは、基材と、中間層と、粘着剤層とを備える。上記中間
層は、上記基材の一方の表面に積層されている。上記粘着剤層は、上記中間層の上記基材
側とは反対の表面に積層されている。上記中間層は、上記基材と上記粘着剤層との間に配
置されている。従って、本発明に係る表面保護フィルムは、上記基材と上記中間層と上記
粘着剤層とがこの順で積層された構造を有する。
【００１８】
　上記基材は、ポリオレフィン系樹脂により形成されている。上記粘着剤層は、合成ゴム
系粘着剤により形成されている。上記中間層は、ポリオレフィン系樹脂と合成ゴム系粘着
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剤とにより形成されている。上記中間層１００重量％中、上記ポリオレフィン系樹脂の含
有量は８５重量％以上、９７重量％以下であり、上記合成ゴム系粘着剤の含有量は３重量
％以上、１５重量％以下である。
【００１９】
　本発明では、上記の構成が採用されているので、中間層と粘着剤層との層間強度を高め
ることができ、中間層と粘着剤層との剥離を抑えることができる。また、中間層と粘着剤
層との層間強度を高めることで、表面保護フィルムを被着体から剥離した後に、被着体に
糊残りが生じ難くなる。従って、本発明に係る表面保護フィルムは、信頼性に優れている
。
【００２０】
　さらに、本発明では、上記の構成が採用されているので、表面保護フィルムの取扱い性
を高めることができる。ロール状態の表面保護フィルムを良好に巻き出すことができ、表
面保護フィルムを被着体に良好に貼り合わせることができる。ロール状態の表面保護フィ
ルムを巻き出す際や、表面保護フィルムを被着体に貼り合わせる際に、表面保護フィルム
にある程度強い引っ張り応力が付与されても、良好に巻き出したり、良好に貼り合わせを
行ったりすることができる。このため、表面保護フィルムを取り扱う際の作業効率が高く
なる。
【００２１】
　さらに、本発明では、上記の構成が採用されているので、表面保護フィルムが比較的高
温に晒されたときに、表面保護フィルムが収縮し難い。このため、表面保護フィルムを被
着体に貼り合わせた後に、貼り合わせ品が比較的高温に晒されても、貼り合わせ品がカー
ルし難くなり、結果として被着体もカールし難くなり、表面保護フィルムが被着体から剥
離し難くなる。
【００２２】
　さらに、本願発明に係る表面保護フィルムでは、基材と中間層との双方に、ポリオレフ
ィン系樹脂が用いられており、中間層との粘着剤層との双方に、合成ゴム系粘着剤が用い
られている。本願発明に係る表面保護フィルムでは、中間層に、ポリオレフィン系樹脂と
合成ゴム系粘着剤とが用いられており、基材と粘着剤層とに全体として、ポリオレフィン
系樹脂と合成ゴム系粘着剤とが用いられている。このため、本発明では、ポリオレフィン
系樹脂と合成ゴム系粘着剤とが用いられており、かつ、基材と粘着剤層とを備える表面保
護フィルムの一部又は全部や、ポリオレフィン系樹脂と合成ゴム系粘着剤とが用いられて
おり、かつ、基材と中間層と粘着剤層とを備える表面保護フィルムの一部又は全部を、上
記中間層の回収原料として用いることができる。回収原料を用いれば、本発明に係る表面
保護フィルムは、安価に製造することができる。また、回収原料を用いれば、環境負荷を
低減することができる。
【００２３】
　以下、表面保護フィルムを構成する各層の詳細等を説明する。
【００２４】
　（中間層）
　上記中間層は、ポリオレフィン系樹脂と、合成ゴム系粘着剤とを含む。上記中間層を形
成するための組成物は、ポリオレフィン系樹脂と、合成ゴム系粘着剤とを含む。上記中間
層は、ポリオレフィン系樹脂と、合成ゴム系粘着剤とにより形成されている。
【００２５】
　上記中間層において、上記ポリオレフィン系樹脂の含有量は８５重量％以上、９７重量
％以下であり、上記合成ゴム系粘着剤の含有量は３重量％以上、１５重量％以下である。
上記ポリオレフィン系樹脂の含有量が上記下限以上及び上記合成ゴム系粘着剤の含有量が
上記上限以下であると、表面保護フィルムの取扱い性が高くなり、貼り合わせ品のカール
が生じ難くなり、更に表面保護フィルムの高温での寸法安定性が高くなる。上記ポリオレ
フィン系樹脂の含有量が上記上限以下及び上記合成ゴム系粘着剤の含有量が上記下限以上
であると、中間層と粘着剤層との層間強度が高くなる。
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【００２６】
　表面保護フィルムの取扱い性を効果的に高くし、貼り合わせ品のカールをより一層生じ
難くする観点からは、上記中間層において、上記ポリオレフィン系樹脂の含有量は好まし
くは８６．０重量％以上、上記合成ゴム系粘着剤の含有量は好ましくは１４．０重量％以
下であり、上記ポリオレフィン系樹脂の含有量はより好ましくは８７．０重量％以上、上
記合成ゴム系粘着剤の含有量はより好ましくは１３．０重量％以下である。中間層と粘着
剤層との層間強度をより一層高める観点からは、上記中間層において、上記ポリオレフィ
ン系樹脂の含有量は好ましくは９６重量％以下、上記合成ゴム系粘着剤の含有量は好まし
くは４重量％以上であり、上記ポリオレフィン系樹脂の含有量はより好ましくは９５．０
重量％以下、上記合成ゴム系粘着剤の含有量はより好ましくは５．０重量％以上である。
【００２７】
　ポリオレフィン系樹脂：
　上記中間層に含まれるポリオレフィン系樹脂は、上記基材に含まれるポリオレフィン系
樹脂と同一であることが好ましい。但し、上記中間層に含まれるポリオレフィン系樹脂は
、上記基材に含まれるポリオレフィン系樹脂と異なっていてもよい。上記中間層に含まれ
るポリオレフィン系樹脂は、単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００２８】
　上記中間層に含まれるポリオレフィン系樹脂としては、特に限定されないが、エチレン
単独重合体、エチレン－α－オレフィン共重合体、エチレン－（メタ）アクリル酸共重合
体、エチレン－（メタ）アクリル酸エステル共重合体、及びエチレン－酢酸ビニル共重合
体などのポリエチレン系樹脂；プロピレン単独重合体、プロピレン－α－オレフィン共重
合体、及びプロピレン－エチレン共重合体などのポリプロピレン系樹脂；ブテン単独重合
体；ブタジエン及びイソプレンなどの共役ジエンの単独重合体又は共重合体等が挙げられ
る。また、上記ポリエチレン系樹脂としては、高密度ポリエチレン及び低密度ポリエチレ
ン等が挙げられる。共重合の形態は、ランダムであってもよく、ブロックであってもよく
、三元共重合体の形態であってもよい。
【００２９】
　上記ポリエチレン系樹脂は、エチレンを主成分として用いて得られる。上記ポリエチレ
ン系樹脂の全構造単位１００重量％中、エチレンに由来する構造単位の割合は好ましくは
５０重量％以上、より好ましくは７０重量％以上、更に好ましくは９０重量％以上である
。
【００３０】
　上記ポリプロピレン系樹脂は、プロピレンを主成分として用いて得られる。上記ポリプ
ロピレン系樹脂の全構造単位１００重量％中、プロピレンに由来する構造単位の割合は好
ましくは５０重量％以上、より好ましくは７０重量％以上、更に好ましくは９０重量％以
上である。
【００３１】
　中間層と粘着剤層との層間強度を効果的に高め、表面保護フィルムの取扱い性を効果的
に高め、更に表面保護フィルムの高温での寸法安定性をより一層高める観点からは、上記
中間層に含まれるポリオレフィン系樹脂は、ポリプロピレン系樹脂であることが好ましい
。
【００３２】
　合成ゴム系粘着剤：
　上記中間層に含まれる合成ゴム系粘着剤は、上記粘着剤層に含まれる合成ゴム系粘着剤
と同一であることが好ましい。但し、上記中間層に含まれる合成ゴム系粘着剤は、上記粘
着剤層に含まれる合成ゴム系粘着剤と異なっていてもよい。上記合成ゴム系粘着剤は、単
独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００３３】
　中間層と粘着剤層との層間強度を効果的に高め、表面保護フィルムの取扱い性を効果的
に高め、更に表面保護フィルムの高温での寸法安定性をより一層高める観点からは、上記
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中間層に含まれる合成ゴム系粘着剤は、合成ゴムと粘着付与樹脂とを含むことが好ましい
。上記合成ゴムは、単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。上記粘着付与樹
脂は、単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。なお、上記粘着付与樹脂は、
使用しなくてもよい。
【００３４】
　上記中間層に用いることができる合成ゴムとしては、スチレン系エラストマー及びオレ
フィン系エラストマーなどのエラストマー等が挙げられる。上記エラストマーには、水素
添加されたエラストマーが含まれる。
【００３５】
　上記中間層に用いることができるスチレン系エラストマーとしては、ジエンブロック（
ジエン重合体部）であるソフトセグメントと、スチレンブロック（スチレン重合体部）で
あるハードセグメントとを有するブロック共重合体等が挙げられる。上記ジエンブロック
は、スチレンとジエンとのランダム構造を有するブロックであってもよい。
【００３６】
　上記中間層に用いることができるスチレン系エラストマーの具体例としては、スチレン
－ブタジエン（ＳＢ）共重合体、スチレン－ブタジエン－スチレン（ＳＢＳ）共重合体、
スチレン－イソプレン（ＳＩ）共重合体、スチレン－イソプレン－スチレン（ＳＩＳ）共
重合体、スチレン－エチレン－ブチレン（ＳＥＢ）共重合体、スチレン－エチレン－ブチ
レン－スチレン（ＳＥＢＳ）共重合体、スチレン－エチレン－プロピレン（ＳＥＰ）共重
合体、及びスチレン－エチレン－プロピレン－スチレン（ＳＥＰＳ）共重合体などの共重
合体が挙げられる。これらの共重合体はブロック共重合体であってもよい。これらの共重
合体は、単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００３７】
　中間層と粘着剤層との層間強度を効果的に高め、表面保護フィルムの取扱い性を効果的
に高め、更に表面保護フィルムの高温での寸法安定性をより一層高める観点からは、上記
中間層に含まれる合成ゴム系粘着剤は、好ましくはスチレン系エラストマーであり、より
好ましくはＳＥＢ共重合体、ＳＥＢＳ共重合体、ＳＥＰ共重合体、又はＳＥＰＳ共重合体
であり、更に好ましくはＳＥＢＳ共重合体である。
【００３８】
　押出成形時の熱安定性をより一層良好にし、均質な表面保護フィルムを得る観点、並び
に中間層と粘着剤層との層間強度を効果的に高め、表面保護フィルムの取扱い性を効果的
に高め、更に表面保護フィルムの高温での寸法安定性をより一層高める観点からは、上記
中間層に含まれる合成ゴム系粘着剤は、好ましくは水素添加されたスチレン系エラストマ
ーであり、より好ましくは水素添加されたＳＥＢ共重合体、水素添加されたＳＥＢＳ共重
合体、水素添加されたＳＥＰ共重合体、又は水素添加されたＳＥＰＳ共重合体であり、更
に好ましくは水素添加されたＳＥＢＳ共重合体である。
【００３９】
　上記中間層に用いることができるオレフィンエラストマーとしては、結晶性オレフィン
－エチレン・ブテン－結晶性オレフィン（ＣＥＢＣ）共重合体、及びスチレン－エチレン
・ブテン－結晶性オレフィン（ＳＥＢＣ）共重合体などが挙げられる。これらの共重合体
はランダム共重合体であってもブロック共重合体であってもよい。
【００４０】
　上記中間層に用いることができる粘着付与樹脂としては、特に限定されないが、脂肪族
系共重合体、芳香族系共重合体、脂肪族・芳香族系共重合体及び脂環式系共重合体等の石
油系樹脂、クマロン－インデン系樹脂、テルペン系樹脂、テルペンフェノール系樹脂、重
合ロジン等のロジン系樹脂、フェノール系樹脂、キシレン系樹脂等が挙げられる。これら
の樹脂は、水素添加された樹脂であってもよい。上記粘着付与樹脂は、単独で用いてもよ
く、２種以上を併用してもよい。上記粘着付与樹脂が、水素添加された樹脂である場合に
剥離性及び耐候性等がより一層高くなる。上記中間層中の粘着付与樹脂は水素添加された
樹脂であることが好ましい。
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【００４１】
　中間層と基材及び粘着剤層との接着性を高める観点からは、上記中間層中の上記粘着付
与樹脂の軟化点は、好ましくは９０℃以上、好ましくは１４０℃以下である。
【００４２】
　上記中間層に含まれる上記合成ゴム系粘着剤において、上記合成ゴム１００重量部に対
して、上記粘着付与樹脂の含有量は好ましくは５重量部以上、より好ましくは２０重量部
以上、好ましくは５０重量部以下、より好ましくは４０重量部以下である。上記粘着付与
樹脂の含有量が上記下限以上であると、中間層の基材に対する接着性がより一層高くなり
、中間層と粘着剤層との層間強度がより一層高くなる。上記粘着付与樹脂の含有量が上記
上限以下であると、中間層の柔軟性がより一層高くなり、表面保護フィルムの取扱い性が
より一層高くなり、貼り合わせ品のカールがより一層生じ難くなり、更に表面保護フィル
ムの高温での寸法安定性がより一層高くなる。
【００４３】
　上記中間層は、回収原料を含む組成物により形成されていることが好ましい。中間層が
回収原料により形成される場合に、製造コストを低減することができ、かつ環境負荷を低
減することができる。なお、この点については後述する表面保護フィルムの製造方法の欄
においても、詳細に説明する。上記回収原料を含む組成物は、回収原料のみを含んでいて
もよく、回収原料と新規原料（ポリオレフィン系樹脂、合成ゴム系粘着剤など）とを含ん
でいてもよい。
【００４４】
　上記中間層の厚みは、好ましくは１０μｍ以上、より好ましくは２０μｍを超え、更に
好ましくは２１μｍ以上、好ましくは１００μｍ以下、より好ましくは６０μｍ以下であ
る。中間層の厚みが上記下限以上であると、中間層と粘着剤層との層間強度がより一層高
くなる。中間層の厚みが上記上限以下であると、表面保護フィルムの外観不良が生じ難く
なる。例えば、フィッシュアイと呼ばれる欠点が生じ難くなる。
【００４５】
　（基材）
　上記基材は、ポリオレフィン系樹脂により形成されている。上記基材に含まれる上記ポ
リオレフィン系樹脂としては、上記中間層に含まれるポリオレフィン系樹脂として例示し
たポリオレフィン系樹脂等が挙げられる。上記ポリオレフィン系樹脂は、単独で用いても
よいし、２種以上を併用してもよい。
【００４６】
　中間層と粘着剤層との層間強度を効果的に高め、表面保護フィルムの取扱い性を効果的
に高め、更に表面保護フィルムの高温での寸法安定性をより一層高める観点からは、上記
基材に含まれる上記ポリオレフィン系樹脂は、ポリプロピレン系樹脂であることが好まし
い。
【００４７】
　上記基材の厚みは、特に限定されない。上記基材の厚みは好ましくは２μｍ以上、好ま
しくは５５μｍ以下である。上記基材の厚みが上記下限以上及び上記上限以下であると、
表面保護フィルムの取扱い性が高くなる。
【００４８】
　（粘着剤層）
　上記粘着剤層は、合成ゴム系粘着剤により形成されている。中間層と粘着剤層との層間
強度を効果的に高め、表面保護フィルムの取扱い性を効果的に高め、更に表面保護フィル
ムの高温での寸法安定性をより一層高める観点からは、上記粘着剤層に含まれる上記合成
ゴム系粘着剤は、合成ゴムと粘着付与樹脂とを含むことが好ましい。上記合成ゴムは、単
独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。上記粘着付与樹脂は、単独で用いても
よいし、２種以上を併用してもよい。なお、上記粘着付与樹脂は、使用しなくてもよい。
【００４９】
　上記粘着剤層に用いることができる合成ゴムとしては、スチレン系エラストマー及びオ
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レフィン系エラストマー、アクリル系エラストマー、ウレタン系エラストマー、エステル
系エラストマー又はアミド系エラストマーなどのエラストマー等が挙げられる。上記エラ
ストマーには、水素添加されたエラストマーが含まれる。
【００５０】
　上記粘着剤層に用いることができるスチレン系エラストマーとしては、ジエンブロック
（ジエン重合体部）であるソフトセグメントと、スチレンブロック（スチレン重合体部）
であるハードセグメントとを有するブロック共重合体等が挙げられる。上記ジエンブロッ
クは、スチレンとジエンとのランダム構造を有するブロックであってもよい。
【００５１】
　上記粘着剤層に用いることができるスチレン系エラストマーの具体例としては、上記中
間層に用いることができる上記したスチレン系エラストマー等が挙げられる。
【００５２】
　中間層と粘着剤層との層間強度を効果的に高め、表面保護フィルムの取扱い性を効果的
に高め、更に表面保護フィルムの高温での寸法安定性をより一層高める観点からは、上記
粘着剤層に含まれる合成ゴム系粘着剤は、好ましくはスチレン系エラストマーであり、よ
り好ましくはＳＥＢ共重合体、ＳＥＢＳ共重合体、ＳＥＰ共重合体、又はＳＥＰＳ共重合
体であり、更に好ましくはＳＥＢＳ共重合体である。
【００５３】
　押出成形時の熱安定性をより一層良好にし、均質な表面保護フィルムを得る観点、並び
に中間層と粘着剤層との層間強度を効果的に高め、表面保護フィルムの取扱い性を効果的
に高め、更に表面保護フィルムの高温での寸法安定性をより一層高める観点からは、上記
粘着剤層に含まれる合成ゴム系粘着剤は、好ましくは水素添加されたスチレン系エラスト
マーであり、より好ましくは水素添加されたＳＥＢ共重合体、水素添加されたＳＥＢＳ共
重合体、水素添加されたＳＥＰ共重合体、又は水素添加されたＳＥＰＳ共重合体であり、
更に好ましくは水素添加されたＳＥＢＳ共重合体である。
【００５４】
　上記粘着剤層に用いることができる上記オレフィン系エラストマーとしては、結晶性オ
レフィン－エチレン・ブテン－結晶性オレフィン（ＣＥＢＣ）共重合体、及びスチレン－
エチレン・ブテン－結晶性オレフィン（ＳＥＢＣ）共重合体などが挙げられる。なお、こ
れらの共重合体は、ランダム共重合体であってもブロック共重合体であってもよい。
【００５５】
　上記粘着剤層に用いることができる上記粘着付与樹脂としては、上記中間層に用いるこ
とができる上述した粘着付与樹脂等が挙げられる。上記粘着剤層中の粘着付与樹脂は水素
添加された樹脂であることが好ましい。
【００５６】
　中間層と粘着剤層との接着性を高める観点からは、上記粘着剤層中の上記粘着付与樹脂
の軟化点は、好ましくは９０℃以上、好ましくは１４０℃以下である。
【００５７】
　上記粘着剤層に含まれる上記合成ゴム系粘着剤において、上記合成ゴム１００重量部に
対して、上記粘着付与樹脂の含有量は好ましくは５重量部以上、より好ましくは２０重量
部以上、好ましくは５０重量部以下、より好ましくは４０重量部以下である。上記粘着付
与樹脂の含有量が上記下限以上であると、粘着剤層の被着体に対する接着性がより一層高
くなり、中間層と粘着剤層との層間強度がより一層高くなる。上記粘着付与樹脂の含有量
が上記上限以下であると、粘着剤層の柔軟性がより一層高くなり、表面保護フィルムの取
扱い性がより一層高くなり、貼り合わせ品のカールがより一層生じ難くなり、更に表面保
護フィルムの高温での寸法安定性がより一層高くなる。
【００５８】
　上記粘着剤層の厚みは、特に限定されない。上記粘着剤層の厚みは好ましくは２μｍ以
上、好ましくは１５μｍ以下である。粘着剤層の厚みが上記下限以上であると、より一層
均一な厚みの粘着剤層が形成される。粘着剤層の厚みが上記上限以下であると、表面保護
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フィルムの取扱い性がより一層高くなる。
【００５９】
　（表面保護フィルムの他の詳細）
　表面保護フィルムにおける各層は、特に上記中間層及び上記基材はそれぞれ、本発明の
目的を阻害しない範囲で、フェノール系、リン系、アミン系又はイオウ系等の酸化防止剤
、ベンゾトリアゾール系又はヒドロキシフェニルトリアジン系等の紫外線吸収剤、金属害
防止剤、ヘキサブロモビフェニルエーテル又はデカブロモジフェニルエーテル等のハロゲ
ン化難燃剤、ポリリン酸アンモニウム又はトリメチルフォスフェート等の難燃剤、充填剤
、帯電防止剤、安定剤、顔料等の添加剤を含んでいてもよい。これらの添加剤は、単独で
用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００６０】
　表面保護フィルムにおける各層は、特に上記中間層及び上記粘着剤層はそれぞれ、本発
明の目的を阻害しない範囲で、粘着力の制御等を目的に、必要に応じて、例えば、軟化剤
、酸化防止剤及び接着昂進防止剤等の公知の添加剤を含んでいてもよい。これらの添加剤
は、単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００６１】
　上記軟化剤としては、特に限定されないが、低分子量のジエン系ポリマー、ポリイソブ
チレン水素添加ポリイソプレン、水素添加ポリブタジエン、パラフィン系プロセスオイル
、ナフテン系プロセスオイル、芳香族系プロセスオイル、ひまし油、トール油、天然油、
液体ポリイソブチレン樹脂、ポリブテン及びこれらの水素添加物などが挙げられる。
【００６２】
　上記酸化防止剤としては、例えば、フェノール系酸化防止剤、硫黄系酸化防止剤及びリ
ン系酸化防止剤等が挙げられる。上記フェノール系酸化防止剤としては、モノフェノール
系酸化防止剤、ビスフェノール系酸化防止剤及び高分子型フェノール系酸化防止剤等が挙
げられる。
【００６３】
　上記接着昂進防止剤としては、脂肪酸アミド、ポリエチレンイミンの長鎖アルキルグラ
フト物、大豆油変性アルキド樹脂、トール油及び変性アルキド樹脂等が挙げられる。
【００６４】
　上記表面保護フィルムの厚み（基材と中間層と粘着剤層との合計の厚み）は、特に限定
されない。上記表面保護フィルムの厚みは好ましくは２５μｍ以上、好ましくは１３０μ
ｍ以下である。表面保護フィルムの厚みが上記下限以上であると、表面保護フィルムの取
扱い性がより一層高くなり、表面保護フィルムの高温での寸法安定性がより一層高くなる
。粘着剤層の厚みが上記上限以下であると、表面保護フィルムの取扱い性がより一層高く
なる。
【００６５】
　（表面保護フィルムの製造方法）
　本発明に係る表面保護フィルムは、基材を構成するポリオレフィン系樹脂と、中間層を
構成するポリオレフィン系樹脂と合成ゴム系粘着剤とを含む組成物と、粘着剤層を構成す
る合成ゴム系粘着剤とを、共押出成形により同時に押出して、各層を積層することにより
製造できる。表面保護フィルムの製造方法は、共押出成形法に限定されない。表面保護フ
ィルムは、様々な公知の手法により製造可能である。基材上で、中間層及び粘着剤層を形
成してもよい。
【００６６】
　共押出成形法による製造方法においては、基材上に、中間層、粘着剤層がこの順に積層
されるように製造される。上記共押出成形法により製造された表面保護フィルムの端部は
、通常、ネックイン現象により厚みが厚くなる。このため、表面保護フィルムの端部、す
なわち表面保護フィルムの「耳」は、切断して廃棄されることが多い。
【００６７】
　本発明においては、中間層は、ポリオレフィン基材及び粘着剤層に用いられている原料
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から構成することが可能である。このため、従来切断して廃棄されていた表面保護フィル
ムの「耳」等を、回収原料として再利用できる。このように、回収原料を再利用した場合
には、製造コストを低減することができ、環境負荷を低減することができる。
【００６８】
　回収原料としては、例えば、表面保護フィルムの作製過程で発生する両端の不要部分（
耳）、表面保護フィルムの作製過程で発生する周囲の不要部分、並びに、使用前又は使用
済の表面保護フィルムの一部又は全部等が挙げられる。
【００６９】
　回収原料は、基材及び粘着剤層の２層構造を有する表面保護フィルムに由来する原料で
あってもよく、基材、中間層及び粘着剤層の３層構造を有する表面保護フィルムに由来す
る原料であってもよい。
【００７０】
　具体的には、例えば、ポリオレフィン系樹脂により形成された基材と合成ゴム系粘着剤
により形成された粘着剤層とを備える表面保護フィルムの一部又は全部を、上記中間層の
回収原料として用いることができる。さらに、ポリオレフィン系樹脂により形成された基
材とポリオレフィン系樹脂及び合成ゴム系粘着剤により形成された中間層と合成ゴム系粘
着剤により形成された粘着剤層とを備える表面保護フィルムの一部又は全部も、上記中間
層の回収原料として用いることができる。さらに、本発明に係る表面保護フィルムの一部
又は全部も、上記中間層の回収原料として用いることができる。
【００７１】
　以下、本発明について、具体的な実施例に基づき、更に詳しく説明する。なお、本発明
は以下の実施例に限定されない。
【００７２】
　（実施例１）
　各層の材料の準備及び調製：
　ポリオレフィン系樹脂（ポリプロピレン、プライムポリマー社製「Ｓ１３５」）を、基
材を形成するための材料として用意した。
【００７３】
　合成ゴム（スチレン－エチレン－ブタジエン－スチレン共重合体であるスチレン系エラ
ストマー、ＪＳＲ社製「ダイナロン８３００Ｐ」）１００重量部と、粘着付与樹脂（荒川
科学社製「アルコンＰ１００」）２０重量部とを混合して得られた合成ゴム系粘着剤３重
量％と、ポリオレフィン系樹脂（ポリプロピレン、プライムポリマー社製「Ｓ１３５」）
９７重量％とを混合した混合物を用いて中間層を形成するための組成物を得た。
【００７４】
　合成ゴム（スチレン－エチレン－ブタジエン－スチレン共重合体であるスチレン系エラ
ストマー、ＪＳＲ社製「ダイナロン８３００Ｐ」）１００重量部と、粘着付与樹脂（荒川
化学社製「アルコンＰ１００」）２０重量部とを混合した混合物を用いて粘着剤層を形成
するための合成ゴム粘着剤を得た。
【００７５】
　表面保護フィルムの作製：
　用意した基材層を形成するための材料と、得られた中間層を形成するための組成物と、
得られた粘着剤層を形成するための合成ゴム系粘着剤とを、押出機を用いて共押出しする
ことにより、基材上に中間層及び粘着剤層がこの順に積層された表面保護フィルムを得た
。得られた表面保護フィルムにおける各層の厚みに関しては、ポリプロピレン基材の厚み
が６μｍ、中間層の厚みが２８μｍ、粘着剤層の厚みが６μｍであった。
【００７６】
　（実施例２～８）
　中間層に用いるポリオレフィン系樹脂と合成ゴム系粘着剤との配合比を下記の表１に示
すように設定したこと、並びに基材、中間層及び粘着剤層の厚みを下記の表１に示すよう
に設定したこと以外は実施例１と同様にして、表面保護フィルムを得た。
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【００７７】
　（参考例９）
　粘着付与樹脂を使用せずに中間層及び粘着剤層を作製したこと、中間層に用いるポリオ
レフィン系樹脂と合成ゴム系粘着剤との配合比を下記の表１に示すように設定したこと、
並びに基材、中間層及び粘着剤層の厚みを下記の表１に示すように設定したこと以外は実
施例１と同様にして、表面保護フィルムを得た。
【００７８】
　（比較例１）
　ポリオレフィン系樹脂（ポリプロピレン、プライムポリマー社製「Ｓ１３５」）を、中
間層を形成するための材料として用意した。
【００７９】
　中間層を、上記の中間層を形成するための材料を用いて形成したこと以外は実施例１と
同様にして、表面保護フィルムを得た。
【００８０】
　（比較例２～５）
　中間層に用いるポリオレフィン系樹脂と合成ゴム系粘着剤との配合比を下記の表１に示
すように設定したこと、並びに基材、中間層及び粘着剤層の厚みを下記の表１に示すよう
に設定したこと以外は実施例１と同様にして、表面保護フィルムを得た。
【００８１】
　（評価）
　得られた表面保護フィルムについて、以下の評価項目について評価を実施した。
【００８２】
　（１）弾性率の低下率
　押出し時のＭＤ方向（流れ方向）の寸法が１１０ｍｍ、押出し時のＴＤ方向（ＭＤ方向
及び厚み方向と直交する方向）の寸法が１０ｍｍとなるように、表面保護フィルムを切断
し、試験片を得た。テンシロン引張試験機（エーアンドディ社製「ＳＴＡ１２５５」）を
用いて、引張速度３００ｍｍ／分、２３℃及び相対湿度５０％ＲＨの条件で、ＭＤ方向（
流れ方向）に引っ張って、弾性率を測定した。弾性率の低下率は、下記式を用いて算出し
た。
【００８３】
　弾性率の低下率（％）＝（１－（実施例１～８、参考例９又は比較例２～５の各弾性率
）／（比較例１の弾性率））×１００
【００８４】
　なお、比較例１の表面保護フィルムに関しては、ロール状態の表面保護フィルムを巻き
出す際や、表面保護フィルムを被着体に貼り付ける際に、弱い力で引っ張らなくてもよく
、作業者が取り扱いやすく、かつは貼り合わせ品にカールが生じなかった。なお、この比
較例１の表面保護フィルムでは、中間層と粘接着剤層との層間強度が低い。この比較例１
の表面保護フィルムの弾性率を基準として、弾性率が低くなるほど、ロール状態の表面保
護フィルムを巻き出す際や、表面保護フィルムを被着体に貼り付ける際に、弱い力で引っ
張らなければならず、作業者が取り扱いにくく、かつ貼り合わせ品にカールが生じやすい
傾向がある。また、弾性率の低下率を下記の基準で判定した。
【００８５】
　［弾性率の低下率の判定基準］
　◎：弾性率の低下率が２０％以下
　○：弾性率の低下率が２０％より大きく、２５％以下
　×：弾性率の低下率が２５％より大きい
【００８６】
　（２）加熱収縮率
　押出し時のＭＤ方向（流れ方向）の寸法が１００ｍｍ、押出し時のＴＤ方向（ＭＤ方向
及び厚み方向と直交する方向）の寸法が１００ｍｍとなるように、表面保護フィルムを切
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方向及びＴＤ方向における収縮率を、下記式を用いて測定した。また、加熱収縮率を下記
の基準で判定した。
【００８７】
　加熱収縮率（％）＝（加熱前の寸法－加熱後の寸法）×１００
【００８８】
　［加熱収縮率の判定基準］
　○：ＭＤ方向及びＴＤ方向の双方の加熱収縮率が±２％の範囲内
　×：ＭＤ方向及びＴＤ方向のいずれかの加熱収縮率が±２％の範囲を外れる
【００８９】
　（３）中間層－粘着剤層間の層間強度
　押出し時のＭＤ方向（流れ方向）の寸法が１００ｍｍ、押出し時のＴＤ方向（ＭＤ方向
及び厚み方向と直交する方向）の寸法が２５ｍｍとなるように、表面保護フィルムを切断
し、試験片を得た。室温２３℃及び相対湿度５０％の環境下、２つの試験片を、粘着剤層
同士が向かい合うように貼り合わせて、貼り合わせサンプルを得た。貼り合わせサンプル
をそれぞれ、室温２３℃及び相対湿度５０％の環境下、及び室温５０℃及び相対湿度５０
％の環境下で３０分放置した。その後、引張速度３００ｍｍ／分で１８０°方向に剥離し
、剥離した後の剥離面を観察した。中間層－粘着剤層間の層間強度を下記の基準で判定し
た。
【００９０】
　［中間層－粘着剤層間の層間強度の判定基準］
　○：２３℃環境下で放置した貼り合わせサンプル及び５０℃環境下で放置した貼り合わ
せサンプルの双方で、粘着剤層－粘着剤層間で剥離しており、粘着剤層の表面状態に変化
が見られない
　△：２３℃環境下で放置した貼り合わせサンプルで、粘着剤層－粘着剤層間で剥離して
おり、粘着剤層の表面状態に変化が見られないが、５０℃環境下で放置した貼り合わせサ
ンプルで、中間層－粘着剤層間で剥離している
　×：２３℃環境下で放置した貼り合わせサンプルで、中間層－粘着剤層間で剥離してい
る
【００９１】
　（４）フィッシュアイの数
　表面保護フィルム１ｍ２あたりで、０．１ｍｍ以上のフィッシュアイがあるか否かを目
視で観察した。フィッシュアイの数が少ないほど、欠点が少なく、表面保護フィルムの外
観が良好である。フィッシュアイの数を下記の基準で判定した。
【００９２】
　［フィッシュアイの数の判定基準］
　○：５個／ｍ２未満
　△：５個／ｍ２以上、１０個／ｍ２未満
　×：１０個／ｍ２以上
【００９３】
　詳細及び結果を下記の表１に示す。
【００９４】
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【表１】

【００９５】
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　なお、中間層に新規原料を用いて表面保護フィルムを形成した具体的な実施例及び参考
例を示した。中間層に新規原料にかえて回収原料を用いて表面保護フィルムを形成した場
合でも、本願実施例及び参考例と同様の効果が得られることを確認した。
【００９６】
　また、実施例１～３において、中間層－粘着剤層間の層間強度の評価結果はいずれも「
○」であるが、実施例３の表面保護フィルムが実施例１，２の表面保護フィルムよりも粘
着剤層－粘着剤層間においてより一層スムーズに剥離することができ、実施例２の表面保
護フィルムが実施例１の表面保護フィルムよりも粘着剤層－粘着剤層間においてより一層
スムーズに剥離することができた。また、実施例６及び参考例９において、中間層－粘着
剤層間の層間強度の評価結果はいずれも「△」であるが、実施例６の表面保護フィルムが
、参考例９の表面保護フィルムよりも粘着剤層－粘着剤層間においてより一層スムーズに
剥離することができた。
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